
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
土
地
収
用
事
業
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
五

公
　
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
及
び
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
八
五

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
十
五
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
起
業
者
の
名
称

若
草
町

二
　
事
業
の
種
類

若
草
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業

三
　
起
業
地

収
用
の
部
分
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
大
字
寺
部
字
御
崎
地
内

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

若
草
町
役
場
企
画
課

公
　
　
　
告

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
及
び
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平

成
十
四
年
六
月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
八
ヶ
岳
モ
ー
ル
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
　
代
表
取
締
役
　
藤
井
弘
毅

２
　
住
所
　
東
京
都
豊
島
区
高
田
二
丁
目
十
七
番
二
十
二
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
八
ヶ
岳
小
淵
沢
リ
ゾ
ー
ト
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
モ
ー
ル

（二）

所
在
地
　
北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
大
字
小
淵
沢
字
出
口
四
千
番

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
更
　
事
　
項
　
　

変
　
　
　
更
　
　
　
前
　
　

変
　
　
　
更
　
　
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗

五
千
四
百
九
十
八
・
九
五
平
方
メ

八
千
六
百
五
十
・
九
五
平
方
メ
ー

面
積
の
合
計
　

ー
ト
ル
　

ト
ル

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
用
台

１
　
駐
車
場
の
位
置

１
　
駐
車
場
の
位
置

数

届
出
の
駐
車
場
配
置
図
の
と

届
出
の
駐
車
場
配
置
図
の
と

お
り
　

お
り

２
　
駐
車
場
の
収
用
台
数
　

２
　
駐
車
場
の
収
用
台
数

四
百
六
十
三
台
（
来
客
用
四

九
百
八
十
七
台
（
来
客
従
業

百
六
十
三
台
、
従
業
員
用
百

員
供
用
）

八
台
）

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び

届
出
の
平
面
図
の
と
お
り

届
出
の
平
面
図
の
と
お
り

面
積

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

四
百
平
方
メ
ー
ト
ル

駐
車
場
の
出
入
口
の
位
置

届
出
の
駐
車
場
配
置
図
の
と
お
り

届
出
の
駐
車
場
配
置
図
の
と
お
り

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時

こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

三
十
分
ま
で

三
十
分
ま
で

３
　
変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
四
年
十
月
六
日
（
た
だ
し
、
増
床
工
事
期
間
中
の
駐
車
場
の
位
置
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

軽
微
な
変
更
と
し
て
県
が
認
め
る
日
か
ら
増
床
工
事
終
了
後
の
店
舗
開
店
の
日
の
前
日
ま
で
の
期

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
五
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

八
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

二
月
十
八
日

第
千
二
百
六
十
五
号

月　曜　日



間
と
す
る
。）

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
二
月
五
日

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
八
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

別
表
第
三
中

「

五
八
七

市
　
道

甲
府
市
高
畑
一
丁
目
一

車
　
両

終
　
日

甲
府

平
九
・
三
・
一
七

高
畑
上

一
番
一
四
号
先
（
マ
ン

（
自
転
　

告
示

石
田

ゲ
ン
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン

車
、
自

第
一
九
号

線

ド
）
か
ら
甲
府
市
高
畑
　
動
車
保

高
畑
宮

一
丁
目
二
三
番
一
七
号
　
管
場
所

北
　
線

先
（
笠
井
重
信
方
東
側
　
利
用
者

高
畑
中

駐
車
場
先
）
ま
で

、
五
分

線

（
五
一
〇
メ
ー
ト
ル
）

以
内
の

貨
物
積

卸
し
、

人
の
乗

降
の
た

め
の
通

行
を
除

く
。）

五
八
八

市
　
道

甲
府
市
高
畑
一
丁
目
二

車
　
両

終
　
日

甲
府

平
九
・
三
・
一
七

高
畑
村

〇
番
八
号
先
（
塚
原
商

（
自
転

告
示

前
　
線

店
）
か
ら
甲
府
市
高
畑

車
、
自

第
一
九
号

一
丁
目
二
〇
番
一
四
号

動
車
保

先
（
秋
山
和
光
方
南
）

管
場
所

ま
で

利
用
者

（
二
四
〇
メ
ー
ト
ル
）

、
五
分

以
内
の

貨
物
積

卸
し
、

人
の
乗

降
の
た

め
の
通

行
を
除

く
。）

五
八
九

市
　
道

甲
府
市
高
畑
一
丁
目
一

車
　
両

終
　
日

甲
府

平
九
・
三
・
一
七

高
畑
村

一
番
五
号
先
（
南
西
水

（
自
転

告
示

前
　
線

橋
薬
局
）
か
ら
甲
府
市

車
、
自

第
一
九
号

高
畑
一
丁
目
二
一
番
二

動
車
保

六
号
先
（
中
川
三
郎
方

管
場
所

）
ま
で

利
用
者

（
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

、
五
分

以
内
の

貨
物
積

卸
し
、

人
の
乗

降
の
た

め
の
通

行
を
除

く
。）

五
九
〇

市
　
道

甲
府
市
国
母
七
丁
目
四

車
　
両

終
　
日

南
甲

六
〇
・
一
二
・
一
二

上
条
新

番
一
号
先
（
小
林
喜
道

（
自
転

府

告
示

居
渋
川

方
）
か
ら
甲
府
市
国
母

車
、
自

第
四
七
号

線

七
丁
目
一
〇
番
一
一
号

動
車
保

先
（
中
込
光
雄
方
）
ま

管
場
所

で

利
用
車

（
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
）

、
五
分

以
内
の

貨
物
積

卸
し
、

人
の
乗

降
の
た

め
の
通

行
を
除

く
。）

」

を「

五
八
七
　
市
道
高
　
甲
府
市
高
畑
一
丁
目
一
　
車
両
（

終
日
　

甲
府
　
平
成
一
四
年
二
月
一

畑
上
石

一
番
一
号
先
（
夢
庵
甲

軽
車
両

八
日

田
　
線

府
高
畑
店
）
か
ら
甲
府

・
沿
道
　

告
示
第
七
号

市
道
高

市
高
畑
一
丁
目
二
三
番

家
屋
関

畑
宮
北

一
七
号
先
（
笠
井
重
信

係
車
両

線

方
）
ま
で
（
五
一
〇
メ

を
除
く

市
道
高

ー
ト
ル
）

。）

畑
中
線

五
八
八
　
市
道
高
　
甲
府
市
高
畑
一
丁
目
二
　
車
両
（

終
日
　

甲
府
　
平
成
一
四
年
二
月
一

畑
村
前

〇
番
三
一
号
先
（
塚
原

軽
車
両

八
日

線

商
店
）
か
ら
甲
府
市
高

・
沿
道
　

告
示
第
七
号

畑
一
丁
目
二
〇
番
一
三

家
屋
関

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
五
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
八
日

八
六

（２）
（１） （１）

（１）（２）

（１）
（２）（２）



号
先
（
秋
山
和
夫
方
南

係
車
両

側
）
ま
で
（
二
四
〇
メ

を
除
く

メ
ー
ト
ル
）

。）

五
八
九
　
市
道
高
　
甲
府
市
高
畑
一
丁
目
一
　
車
両
（

終
日
　

甲
府
　
平
成
一
四
年
二
月
一

畑
村
前

一
番
五
号
先
（
南
西
水

軽
車
両

八
日

線

橋
薬
局
）
か
ら
甲
府
市

・
沿
道
　

告
示
第
七
号

高
畑
一
丁
目
二
三
番
七

家
屋
関

号
先
（
大
道
ハ
イ
ツ
高

係
車
両

畑
）
ま
で
（
二
六
〇
メ

を
除
く

メ
ー
ト
ル
）

。）

五
九
〇
　
市
道
上
　
甲
府
市
国
母
七
丁
目
四
　
車
両
（

終
日
　

南
甲
　
平
成
一
四
年
二
月
一

条
新
居

番
一
号
先
（
小
林
喜
直

軽
車
両

府

八
日

渋
川

方
）
か
ら
甲
府
市
国
母

・
沿
道
　

告
示
第
七
号

線

七
丁
目
一
〇
番
一
一
号

家
屋
関

先
（
中
込
典
仁
方
）
ま

係
車
両

で
（
三
八
〇
メ
ー
ト
ル

を
除
く

）

。）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「

七
四
六

市
　
道

甲
府
市
国
母
七
丁
目

四
〇
〇

車
　
両

二
〇

南
甲

五
六
・
六

上
条
新
　
九
番
二
六
号
先
（
フ
　
　
　
　
　
　
　

府

・
一
〇

居
後
屋

レ
ン
ド
シ
ョ
ッ
プ
）

三
五
号

線

か
ら
甲
府
市
国
母
八

丁
目
二
番
一
号
先
（

和
幸
食
品
）
ま
で

」

を「

七
四
六

市
道
上

甲
府
市
国
母
七
丁
目

四
〇
〇

車
両（

三
〇

南
甲

平
成
一
四

条
新
居
　
九
番
二
六
号
先
（
フ

け
ん
引

府

年
二
月
一

後
屋
線

レ
ン
ド
ソ
ニ
ッ
ク
）

③
を
除
　

八
日

か
ら
甲
府
市
国
母
八

く
。）

告
示
第
七

丁
目
二
番
一
号
先（

号

和
幸
食
品
）
ま
で
の

両
側

」

に
、

「

一
、
〇

市
　
道

甲
府
市
国
母
五
丁
目
　
　
　
三
五
〇
　
車
　
両

二
〇

南
甲

六
〇
・
一

六
〇

一
四
番
八
号
先
（
有

府

二
・
一
二

泉
四
郎
方
）
か
ら
甲
　

四
七
号

府
市
国
母
五
丁
目
三

番
二
〇
号
先
（
川
口

二
六
方
）
ま
で

一
、
〇

市
　
道

甲
府
市
国
母
七
丁
目
　
　
　
三
八
〇
　
車
　
両

二
〇

南
甲

六
〇
・
一

六
一

上
条
新

四
番
一
号
先
（
小
林

府

二
・
一
二

居
渋
川
　
喜
直
方
）
か
ら
甲
府
　

四
七
号

線

市
国
母
七
丁
目
一
〇

番
一
一
号
先
（
中
込

光
雄
方
）
ま
で

」

を「

一
、
〇

削
除

南
甲

平
成
一
四

六
〇
　

府

年
二
月
一

八
日
告
示
第
七

号

一
、
〇

削
除
　

南
甲

平
成
一
四

六
一

府

年
二
月
一

八
日

告
示
第
七

号

」

に
、

「

一
、
〇

市
　
道

甲
府
市
高
畑
一
丁
目

七
〇
〇

車
　
両

三
〇

甲
府

平
九
・
三

六
四
　

高
畑
村

一
一
番
五
号
先
（
南
　

（
け
ん
　

・
一
七

前
　
線

西
水
橋
薬
局
）
か
ら
　

引
③
を
　

告
示

甲
府
市
高
畑
一
丁
目

除
く
。

第
一
九
号

二
一
番
二
六
号
先（

）

中
川
三
郎
方
）
ま
で

の
両
側

」

を「

一
、
〇

市
道
高

甲
府
市
高
畑
一
丁
目

二
六
〇

車
両（

三
〇

甲
府

平
成
一
四

六
四
　

畑
村
前

一
一
番
五
号
先
（
南
　

け
ん
引
　

年
二
月
一

線

西
水
橋
薬
局
）
か
ら
　

③
を
除
　

八
日

甲
府
市
高
畑
一
丁
目

く
。）

告
示
第
七

二
三
番
七
号
先
（
大

号

道
ハ
イ
ツ
高
畑
）
ま

で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
〇

市
　
道
　
甲
府
市
国
母
八
丁
目
　
　
　
五
八
〇

車
　
両

三
〇
　
南
甲
　
六
〇
・
一

八
三
　

上
条
新
　
三
番
五
号
先
（
出
光
　

府

二
・
一
二

居
一
号

石
油
国
母
給
油
所
）

四
七
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
五
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
八
日

八
七

（１）

（１）

（１）
（１）

（１）



線
　

か
ら
甲
府
市
国
母
八

丁
目
二
〇
番
一
九
号

先
（
三
協
乳
業
社
宅

）
ま
で

」

を「

一
、
〇
　
市
道
上

甲
府
市
国
母
八
丁
目
　
四
八
〇

車
両（

三
〇

南
甲
　
平
成
一
四

八
三
　

条
新
居
　
三
番
五
号
先
（
出
光
　

け
ん
引

府

年
二
月
一

一
号
線

興
産
エ
イ
ブ
ル
国
母

③
を
除

八
日

Ｓ
Ｓ
）
か
ら
甲
府
市

く
。）

告
示
第
七

国
母
八
丁
目
三
二
番

号

先
（
国
母
南
公
園
南

側
）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「

九
二
四
　
市
　
道
　
甲
府
市
国
母
五
丁
　
　
　
三
五
〇
　
車
両
　
終
日
　
南
甲
　
六
〇
・
一

目
一
四
番
八
号
先

府

二
・
一
二

（
有
泉
四
郎
方
）

四
七
号

か
ら
甲
府
市
国
母

五
丁
目
三
番
二
〇

号
先
（
川
口
二
六

方
）
ま
で
の
両
側

」

を「

九
二
四

削
除

南
甲
　
平
成
一
四

府

年
二
月
一

八
日

告
示
第
七

号

」

に
、

「

九
二
七
　
市
　
道
　
甲
府
市
高
畑
一
丁
　
　
　
七
〇
〇
　
車
両
　
終
日
　
甲
府
　
平
九
・
三

高
畑
村
　
目
一
一
番
五
号
先

・
一
七

前
　
線

（
南
西
水
橋
薬
局

告
示

）
か
ら
甲
府
市
高

第
一
九
号

畑
一
丁
目
二
一
番

二
六
号
先
（
中
川

三
郎
方
）
ま
で
の

両
側

」

を

「

九
二
七

市
道
高
　
甲
府
市
高
畑
一
丁
　
二
六
〇

車
両
　
終
日
　
甲
府
　
平
成
一
四

畑
村
前
　
目
一
一
番
五
号
先

年
二
月
一

線

（
南
西
水
橋
薬
局

八
日

）
か
ら
甲
府
市
高

告
示
第
七

畑
一
丁
目
二
三
番

号

七
号
先
（
大
道
ハ

イ
ツ
高
畑
）
ま
で

の
両
側

」

に
、

「

九
四
六
　
市
　
道

甲
府
市
国
母
八
丁

五
八
〇
　
車
両
　
終
日

南
甲
　
六
〇
・
一

上
条
新

目
三
番
五
号
先（

府

二
・
一
二

居
一
号

出
光
石
油
国
母
給
　

四
七
号

線

油
所
）
か
ら
甲
府

市
国
母
八
丁
目
二

〇
番
一
九
号
先
（

三
協
乳
業
社
宅
）

ま
で
の
両
側

」

を「

九
四
六

市
道
上
　
甲
府
市
国
母
八
丁

四
八
〇
　

車
両
　
終
日
　
南
甲
　
平
成
一
四

条
新
居

目
三
番
五
号
先
（

府

年
二
月
一

一
号
線

出
光
興
産
エ
イ
ブ

八
日

ル
国
母
Ｓ
Ｓ
）
か

告
示
第
七

ら
甲
府
市
国
母
八

号

丁
目
三
二
番
先
（

国
母
南
公
園
南
側

）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
五
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
八
日

八
八

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

（１）

（１）


